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パートタイム・有期雇用労働法の改正
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」

第9条 均等待遇

差別的取り扱いの禁止

短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で

①職務の内容

②職務の内容・配置の変更の範囲

が同じ場合は、

短時間・有期雇用労働者であることを理由とした差別
的取扱いを禁止すること

※均等待遇では、待遇について同じ取扱いをする
必要があります。同じ取扱いのもとで、能力、経
験等の違いにより差がつくのは構いません。

第8条 均衡待遇

不合理な待遇の禁止

短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で

①職務の内容

②職務の内容・配置の変更の範囲

③その他の事情（※）

を考慮して

不合理な待遇差を禁止すること
※「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」以
外の事情で、個々の状況に合わせて、その都度検討します。

成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使交渉の経緯
は、「その他の事情」として想定されています。

• 均衡待遇

• 通常の労働者の待遇との間に不合理な
待遇差がないこと

• ①職務の内容、②職務の内容・配置の
変更の範囲、③その他の事情、の違い
に応じた範囲内で待遇が決定されるこ
と

• 均等待遇

• 待遇決定に当たって、短時間・有期雇
用労働者が通常の労働者と同じに取り
扱われること

• 短時間・有期雇用労働者の待遇が通常
の労働者と同じ方法で決定されること
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パートタイム・有期雇用労働法の改正
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」

第14条第1項 事業主の説明義務

雇い入れ時

• 事業主は

• 短時間・有期雇用労働者を雇い入れたとき
は、

• 速やかに、

• 第八条から前条までの規定により措置を講
ずべきこととされている事項に関し講ずる
こととしている措置の内容について、

• 当該短時間・有期雇用労働者に説明しなけ
ればならない

第14条第2項 事業主の説明義務

求めがあったとき

• 事業主は

• その雇用する短時間・有期雇用労働者から
求めがあったときは、

• 当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働
者との間の待遇の相違の内容

• 及び理由並びに第六条から前条までの規定
により措置を講ずべきこととされている事
項に関する決定をするに当たって考慮した
事項について

• 当該短時間・有期雇用労働者に説明しなけ
ればならない

• 第6条 労働条件に関する文書の交付等

• 第7条 就業規則の作成の手続

• 第8条～第13条

• 第8条 不合理な待遇の禁止

• 第9条 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働
者に対する差別的取扱いの禁止

• 第10条 賃金

• 第11条 教育訓練

• 第12条 福利厚生施設

• 第13条 通常の労働者への転換
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労働者派遣法の改正
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

第30条の3 第1項

派遣元事業主は、

その雇用する派遣労働者の

基本給、賞与その他の待遇のそれぞれ
について、

当該待遇に対応する派遣先に雇用され
る通常の労働者の待遇との間において、

当該派遣労働者及び通常の労働者の職
務の内容、当該職務の内容及び配置の
変更の範囲その他の事情のうち、

当該待遇の性質及び当該待遇を行う目
的に照らして適切と認められるものを
考慮して、

不合理と認められる相違を設けてはな
らない。

第30条の3 第2項

派遣元事業主は、

職務の内容が派遣先に雇用される通常
の労働者と同一の派遣労働者であつて、

当該労働者派遣契約及び当該派遣先に
おける慣行その他の事情からみて、

当該派遣先における派遣就業が終了す
るまでの全期間において、

その職務の内容及び配置が当該派遣先
との雇用関係が終了するまでの全期間
における当該通常の労働者の職務の内
容及び配置の変更の範囲と同一の範囲
で変更されることが見込まれるものに
ついては、

正当な理由がなく、基本給、賞与その
他の待遇のそれぞれについて、当該待
遇に対応する当該通常の労働者の待遇
に比して不利なものとしてはならない。
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労働者派遣法の改正
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

派遣先均等均衡方式

情報の提供、教育訓練、福利厚生施設等
第26条第7項

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一
項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつて
は、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令
で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労
働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金そ
の他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定め
る情報を提供しなければならない。

第26条第9項

派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けよう
とする者から第七項の規定による情報の提供がないと
きは、当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労
働者が従事する業務に係る労働者派遣契約を締結して
はならない。

第40条

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者
について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主か
らの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同
種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業
務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練につ
いては、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習
得することができるようにするため、当該派遣労働者
が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他
厚生労働省令で定める場合を除き、当該派遣労働者に
対しても、これを実施する等必要な措置を講じなけれ
ばならない。

３ 派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対し
て利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業務の
円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定める
ものについては、その指揮命令の下に労働させる派遣
労働者に対しても、利用の機会を与えなければならな
い。

第26条第11項

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣
先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派
遣元事業主が、第三十条の四第一項の協定に係る労働
者派遣以外の労働者派遣にあつては第三十条の三の規
定、同項の協定に係る労働者派遣にあつては同項第二
号から第五号までに掲げる事項に関する協定の定めを
遵守することができるものとなるように配慮しなけれ
ばならない。
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労働者派遣法の改正
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

労使協定方式

第30条の4

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところに
より、労働者の過半数で組織する労働組合がある
場合においてはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者との書面による協定により、
その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項
の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の
厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以
下この項において同じ。）について、次に掲げる
事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲
げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適
用しない。ただし、第二号、第四号若しくは第五
号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを
遵守していない場合又は第三号に関する当該協定
の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合
は、この限りでない。

①派遣労働者の範囲

②賃金の決定の方法

③職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験
その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、
その賃金を決定すること

④派遣労働者の待遇の決定の方法

⑤派遣労働者に対して教育訓練を実施すること

⑥厚生労働省令で定める事項

第26条第9項

派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受け
ようとする者から第七項の規定による情報の提供
がないときは、当該者との間で、当該労働者派遣
に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働者派
遣契約を締結してはならない。
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厚生労働省
『不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル』
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『不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル（業界別マニュアル）

業界共通編
業界別

●スーパーマーケット業界編
●食品製造業界編
●印刷業界編
●自動車部品製造業界編
●生活衛生業編
●福祉業界編

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 非正規雇用（有期・パート・派遣労
働） > 不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル（業界別マニュアル）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html


中小企業の範囲
厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/content/000596564.pdf
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◆ 中小企業に当たるか否かを判断する際に、個人事業主や、出資持分のない医療法人など、
資本金や出資金の概念がない場合は労働者数のみで判断することとなります。

◆ このため、例えば、出資持分のある医療法人は出資金と労働者数の双方を確認して、それ
以外の医療法人は労働者数のみで判断します。

◆ グループ企業については、企業単位で判断します。



業種の分類は、
日本標準産業分類に従って判断されます。
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Ｐ４
パートタイム・有期雇用労働法の主な改正ポイント
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Ｐ6
基本となる不合理な待遇差の解消の考え方
～均等待遇と均衡待遇とは～
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Ｐ5
＜参考＞～改正労働者派遣法に基づく派遣労働者の待遇～
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Ｐ20
考慮要素について

13



Ｐ11、41
～短時間・有期雇用労働者から説明を求められた場合～
厚生労働省 説明書モデル様式
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Ｐ24
短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の
不合理な待遇差を点検・検討する手順 （第一段階～第二段階）
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Ｐ24
短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の
不合理な待遇差を点検・検討する手順 （第二段階～第四段階）

16



Ｐ26、27＜第一段階＞
雇用する労働者の職員タイプを整理し、パートタイム・有期雇用労
働法の対象 となる労働者がいるかどうかを確認します。
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Ｐ27
取組対象労働者と比較対象労働者を次の流れで確認します。

18

※短時間正社員は
入りません。

＜参考：厚生労働省短時間正社員制度についてより＞
短時間正社員とは、フルタイム正社員と比較して、1週間の所定労働時間が短い正規型の社員であっ
て、次のいずれにも該当する社員のことを言います。
①期間の定めのない労働契約（無期労働契約）を締結している
②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同種のフルタイム正社員と同等
※フルタイム正社員…1週間の所定労働時間が40時間程度（1日8時間・週5日勤務等）で、期間の定
めのない労働契約（無期労働契約）を締結した正社員



P28
「均等待遇」「均衡待遇」どちらの対象となる労働者か確認します。
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P7、29
比較対象労働者、取組対象労働者の中に、待遇について異なる取扱
いをしている職員タイプがあれば、分けて整理します。
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Ｐ20
再確認 ①「職務の内容」とは
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P31
① 「職務の内容」が同じか否かの判断の手順
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P31
① 「職務の内容」が同じか否かの例
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• ある介護施設には、比較対象労働者と取組対象労働者の介護職がいます。

どちらも介護職ということで業務（職種）も中核的な業務も同じですが、比

較対象労働者の介護職には、夜勤や、繁忙時や急な欠勤者が出た場合

の対応が求められ、実際残業をすることも多い一方、取組対象労働者の

介護職にはこれらの対応は求められていません。この場合には、業務に伴

う「責任の程度」が異なるため、「職務の内容」が異なると考えられます。



P32
② 「職務の内容・配置の変更の範囲」が同じか否かの判断の手順

24

変更の範囲は将来の見込みも含めて判断されることから、有期雇用労働者の場合は、労働契
約が更新されることが未定の段階であっても、更新をした場合にはどのような取扱いになる

かを考えて判断することが必要です。



P31
① 「職務の内容・配置の変更の範囲」が同じか否かの例
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• 雇用形態にかかわらず配置転換があ

る法人の例を考えてみます。まず両者

とも転勤がないので、図表 3－7 の「転

勤の有無の比較」では「ともになし」に

なり、次に「職務の内容・配置の変更の

有無」が問題になります。比較対象労

働者は職種を超えた配置転換がある

が、取組対象労働者は同一施設内に

おいて職種を超えた配置転換がない場

合には、「職務の内容・配置の変更の

範囲」が異なることになります。



P33、34
「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」の同一性の判
断例

取組対象労働者 比較対象労働者 判断

職
務
の
内
容
・配
置
の
変
更
の
範
囲
の
比
較

例
1

訪問介護職
身体介護や生活援助を行う。また、
担当者会議（ケアプランの見直しな
どを話し合う会議）には出席しない。

訪問介護職
身体介護や生活援助を行う。また、
担当者会議（ケアプランの見直し
などを話し合う会議）に出席してい
る。

異なる
中核的業務に大きな違いはな
いが、比較対象労働者には担
当者会議に関連する業務等
が付加され、業務に伴う責任
が重く、両者では職務の内容
が異なると考えられる。

例
2

保育職
保育業務（0歳児のクラスを担当）、
個人記録などの書類作成、保護者と
の連絡を行う。

保育職
保育業務（0歳児のクラスを担当）、
個人記録などの書類作成、保護
者との連絡に加えて、指導計画等
の作成、見直しを行う。

異なる
中核的業務を比較すると、比
較対象労働者が担う業務とし
て、指導計画等の作成が含ま
れ、異なる業務であると判断さ
れるため、両者では職務の内
容が異なると考えられる。

例
3

（同一法人内における）
施設Aの生活支援・相談員施設入所
者の生活援助、家族や関係機関と
の連絡、調整に加えて、食事支援な
どの生活支援を行う。

（同一法人内における）
施設Bの生活支援・相談員施設入
所者の生活援助、家族や関係機
関との連絡、調整に加えて、食事
支援などの生活支援を行う。

同じ
勤務する施設は異なるが、業
務の内容や必要とされる知識
の水準などに大きな違いは
なく、業務に伴う責任の程度
においても、取組対象労働者
と比較対象労働者に違いはな
く、職務の内容は同じと考えら
れる。
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Ｐ35＜第二段階＞
職員タイプごとに待遇の現状を整理し、待遇の違いを確認します。

• 第二段階では、比較対象労働者に支給・付与されている待遇について、以下に示

す「①待遇の適用の有無」、「②待遇の決定基準」の２つの要素から、取組対象労

働者の待遇との間で、「同じ」か「異なる」かを第一段階で整理した職員タイプごとに

整理・確認します。

• ①「待遇の適用の有無」 ～当該待遇は取組対象労働者を支給対象としているのか

• ②「待遇の決定基準」 ～当該待遇はどのような基準（例えば、賃金テーブル等）で

決定されているのか。

• その基準は、取組対象労働者と比較対象労働者とで「同じ」か「異なる」か

27



P36
個々の待遇の現状を確認します。
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手順①：比較対象労働者に支
給・付与している全ての待遇を、
ワークシートの「待遇の種類」
欄に書き出
します。
手順②：それぞれの待遇につい
て、取組対象労働者の待遇の
「適用の有無」と「決定基準」
が比較対象労働者と「同じ」か
「異なる」かを確認します。
「適用の有無」と「決定基準」
のいずれかが「異なる」待遇に
ついては、その待遇差が不合理
な待遇差であるかを次の第三段
階以降で検証します。

※取組対象労働者の中に、「適
用の有無」と「決定基準」が異
なる職員がいれば、分けて整理
します。



P37、38＜第三段階＞
待遇の「違い」が不合理か否かを点検・検討します。
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（１）均等待遇が求められる場合

（２）均衡待遇が求められる場合

第一段階で、取組対象労働者が「均等待遇」と整理された場合は、その取組対象労働者は、全て
の待遇（手当、福利厚生、教育訓練、安全管理、賞与、基本給等）について、「差別的取扱い」
が禁止され、比較対象労働者と同じ取扱いにすることが義務付けられています。

第一段階において、「均衡待遇」と整理された場合は、取組対象労働者の待遇と比較対象労働者
の待遇に違いがある場合、その違いは不合理な待遇差であってはなりません。



P39＜第三段階＞
不合理な待遇差の点検・検討の基本の手順
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P39＜第三段階＞
不合理な待遇差を判断する際の留意点

• 比較対象労働者と取組対象労働者との間で、待遇に関する決定基準を異なるものとすることは、

パートタイム・有期雇用労働法では禁止されていません。

• 例えば基本給について、正職員は能力に応じて支給する職能給、パート職員は職務の内容に応じ

て支給する職務給というように決定基準を異なるものとしている事例も多く見られます。

• しかしながら、決定基準が異なっているのであれば、そのことが、「職務の内容」、「職務の内容・配

置の変更の範囲」、「その他の事情」の３考慮要素に基づいて、不合理でないと説明できることが

必要です。

• 単に「パートだから」とか、「将来の役割期待が異なるので」といった、主観的・抽象的な説明では、

不合理でないことを説明するには不十分です。

• また、不合理な待遇差であるか否かは、個々の待遇ごとに判断することが基本ですが、ある待遇

が他の待遇との関係で決まっている場合には、それも考慮される場合があります。ただし、その理

由について客観的・具体的に説明できるようにしておくことが必要であり、労使で認識を共有して

おくことが望ましいです。
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Ｐ11、41
～短時間・有期雇用労働者から説明を求められた場合～
厚生労働省 説明書モデル様式
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Ｐ43 （ⅰ）手当 通勤手当
通勤手当について、比較対象労働者には支給するが、取組対象労働者には支給していない事例

33

通勤手当

手順①：通勤手当の「性質・目的」を考えてみます。
◇ 通勤 にかかった費用を補填するため



Ｐ43 （ⅰ）手当 通勤手当
通勤手当について、比較対象労働者には支給するが、取組対象労働者には支給していない事例
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手順②：手順①を踏まえ、待遇差が不合理か否かを判断するに当たってどのような
考慮要素があるか、考えてみます。

◇ 通勤手当の「性質・目的」が、通勤にかかった費用を補填するというこ
となので、「業務の内容」や「責任の重さ」（「職務の内容」）や、転勤や
異動の有無・範囲（「職務の内容・配置の変更の範囲」）といった事情は、
通勤手当の支給の有無や支払いの仕方にあまり関係がないということがわか
ります。
◇ また、この法人では、他に「その他の事情」として、通勤手当の支給の
有無や支払いの仕方に影響を及ぼすような事情がありませんでした。

手順③：取組対象労働者に通勤手当が支給されていないことについて、不合理では
ないと整理し、取組対象労働者が納得するよう説明できるでしょうか。

◇ 勤務先に通勤するということは、比較対象労働者でも取組対象労働者で
も変わりません。
◇ その上で、待遇差が不合理か否かを判断するに当たって考慮しなければ
ならない事情もありませんでした。
◇ すると、通勤手当について取組対象労働者に支給しないことは「不合理
ではない」とはいえず、改善に向けた取組を進めていく必要があると考えら
れます。
「要改善」

通勤手当



Ｐ44 （ⅰ）手当 役職手当
役職手当について、一定の役職に就く比較対象労働者には支給しているが、取組対象労働者には支給する
制度がない事例
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役職手当

手順①：：役職手当の「性質・目的」を考えてみます。
◇ なぜ、役職手当を比較対象労働者に対して支給しているか考えてみると、こ
の法人では、まず、役職手当が支払われている比較対象労働者は、主任や施設長
など、一定の役職に就いている比較対 象労働者となっていました。役職に就いて
いる比較対象労働者は、それ相応の責任がある業務をこなしており、また、部下
の業務の管理などもしています。一方で、取組対象労働者は主任や施設長などの
役職に就くことが想定されていません。
◇ そうすると、役職手当の「性質・目的」は、役職に就く者としての責任の重
さを評価して支給しているものと考えられます。



Ｐ43 （ⅰ）手当 役職手当
役職手当について、一定の役職に就く比較対象労働者には支給しているが、取組対象労働者には支給する
制度がない事例
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役職手当

手順②：手順①を踏まえ、待遇差が不合理か否かを判断するに当たってどのような
考慮要素があるか、考えてみます。

◇ 役職手当の「性質・目的」が、役職に就く者としての責任の重さを評価
して支給するということだとすると、職員の「業務の内容」や「責任の程度」
（「職務の内容」）が、役職手当の支給の有無や支払いの仕方に影響を及ぼす
ものと考えられます。
◇ また、この法人では、他に「その他の事情」として、役職手当の支給の

有無や支払いの仕方に影響を及ぼすような事情がありませんでした。
手順③：取組対象労働者には役職手当が支給されていないことについて、不合理で
ないと整理し、取組対象労働者が納得するよう説明できるでしょうか。

◇ 比較対象労働者と取組対象労働者との間には、主任や施設長などの一定
の役職に就くかどうか、それ相応の責任のある業務をするかどうかなどについ
て違いがあります。
◇ 比較対象労働者の中でも、そうした責任の違いによって支給の有無が分

かれることを考えると、役職に就いていない取組対象労働者に役職手当を支給
しないことは「不合理ではない」といえると考えられます。



Ｐ49 （ⅱ）福利厚生・教育訓練・安全管理 手袋
介護施設において、入浴介助において使用する手袋について、比較対象労働者には支給されているが、取
組対象労働者には支給されていない事例
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手袋

手順①：入浴介助において使用する手袋支給の「性質・目的」を考えてみます。
◇ なぜ、手袋を比較対象労働者に支給しているかを考えてみると、この法人

では、素手で入浴介助を行うことによる感染防止を目的として、手袋を支給して
いるとわかりました。
◇ なお、法律上求められる安全衛生上の措置は、比較対象労働者も取組対象

労働者も区別なく講じられています。



Ｐ49 （ⅱ）福利厚生・教育訓練・安全管理 手袋
介護施設において、入浴介助において使用する手袋について、比較対象労働者には支給されているが、取
組対象労働者には支給されていない事例
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手袋

手順②：手順①を踏まえ、待遇差が不合理かどうかを判断するに当たってどのよう
な考慮要素があるか、考えてみます。

◇ 手袋の支給の「性質・目的」が、施設内での感染防止であるとすると、
施設内で入浴介助を行うという業務の内容が、手袋の支給の有無や支給の仕方
に影響を及ぼすものと考えられます
◇ また、他に「その他の事情」として、手袋の支給に影響を及ぼすような

事情もありませんでした。
手順③：取組対象労働者には手袋が支給されていませんが、不合理ではないと整理
し、取組対象労働者が納得するよう説明できるでしょうか。

◇ 手順②で確認したように、入浴介助の業務に従事する職員の感染を防止
する必要性は、比較対象労働者であっても取組対象労働者であっても変わりま
せんので、入浴介助に従事する取組対象労働者に手袋を支給しないことは「不
合理ではない」とは言えず、改善に向けた取組を進めていく必要があると考え
られます。

「要改善」



Ｐ51 （ⅲ）賞与
功労報償のための賞与を、同じ介護の業務に就く比較対象労働者には支給し、取組対象労働者には支給し
ていない事例
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賞与

手順①：賞与の「性質・目的」を考えてみます。
◇ なぜ、賞与を比較対象労働者に対して支給しているか考えてみると、この法人で

は、法人に対する功労報償のために支給していることが分かりました。
実際に、この法人では、比較対象労働者、取組対象労働者を問わず、サービスの提供回
数に対する目標は存在しませんが、比較対象労働者にはサービス提供回数に応じ、基本
給の 2 ～ 3 ヶ月分（サービス提供回数が低調な人であっても最低基本給の 2ヶ月分を
保証）の額の賞与を支給しています。



Ｐ51 （ⅲ）賞与
功労報償のための賞与を、同じ介護の業務に就く比較対象労働者には支給し、取組対象労働者には支給し
ていない事例
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賞与

手順②：手順①を踏まえ、待遇差が不合理か否かを判断するに当たってどのような
考慮要素があるか、考えてみます。

◇ 賞与の「性質・目的」が、法人の業績に対する功労報償であり、支給基
準がサービスの提供回数であるとすると、従事している「業務の内容」や、
「その他の事情」であるサービスの提供回数が、賞与の支給の有無や支払いの
仕方に影響すると考えられます。
◇ また、サービスの提供回数に対する目標はどちらも存在せず、他に「そ

の他の事情」として、賞与の支給の有無や支払いの仕方に影響を及ぼすような
事情もありませんでした。

手順③：取組対象労働者には賞与が支給されていませんが、不合理でないと整理し、
取組対象労働者が納得するよう説明できるでしょうか。

◇ 取組対象労働者でも、介護の業務に従事し、サービスの提供へ何らかの
貢献をしていると思われます。
◇ その上で、サービスの提供を行っている取組対象労働者に対して、賞与

を支給しない理由もあまり考えられません。
◇ すると、賞与について取組対象労働者に支給しないことは「不合理では

ない」とはいえず、改善に向けた取組を進めていく必要があると考えられます。
「要改善」



Ｐ53 （ⅳ）基本給
「基本手順」に沿って、不合理な待遇差となっていないか どうかを点検・検討します。
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基本給

基本給は、職務の内容、職務の成果、能力、経験、勤続年数など、様々な要素を踏まえて決定さ
れていることが多く、「性質・目的」を明確にすることは容易ではありません。
また、取組対象労働者と比較対象労働者との間では、基本給の決定基準が違うことが多く見られ
ます。
しかしながら、決定基準が違う場合であってもその決定基準の違いが不合理であることは認めら
れませ んので、待遇差がある場合には、「比較対象労働者と取組対象労働者との間で将来の役割
期待が異なるた め、賃金の決定基準が異なる」といった主観的・抽象的な説明ではなく、職務の
内容、職務の内容・配置の変更の範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合
理ではないようにしましょう。

比較対象労働者と取組対象労働者の基本給
のワークシート（第三段階 B）を用いて、
基本給の決定要素を考えてみましょう。
その上で、比較対象労働者と取組対象労働
者との間で違う決定基準とすることや、基
本給の水準に差があることについて、不合
理でないと説明できるか整理してみましょ
う。



P55＜第四段階＞
是正策を検討する

• 待遇の是正に当たっては、是正を行うために検討しなければならない事項や必要な手

続を事前に洗い出し、計画的に進めることが求められます。

• 具体的には、以下の流れに沿うとよいでしょう。なお、これらには一定の期間が必要に

なりますので、早めの対応が求められます。

• ①是正が必要な待遇について、その待遇の「性質・目的」に応じた考慮要素に基づき、

例えば「これまで取組対象労働者にはその手当を支給していなかったが、今後は比較

対象労働者との責任の違いに応じた支給額で支給する」といった対応方針を定めます。

同時に、待遇改善に向けた原資の確保についても検討します。

• ②上記①で定めた対応方針について、労働組合あるいは従業員の過半数を代表する

従業員と話し合いを行い、合意を得ます。

• ③合意内容に基づき、各種規程を改定し、これを労働者に周知します。他の待遇の見

直しや給与システムの改修などが必要になる場合もあります。
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Ｐ22
不合理な待遇差を解消する際の留意点

43

（１）求められる労使の合意形成
不合理な待遇差があるかを点検し、その解消に取り組むに当たっては、労使で情報を共有し、話
し合うなどによって合意形成を図ることが重要です。具体的には、労働組合あるいは従業員の過
半数を代表する従業員と話し合うことが求められますが、その際には次の点に注意してください。
①短時間・有期雇用労働者の意見をくみ取り、反映するように工夫する。
②労使で有意義な話し合いができるように情報を適切に提供する。
（２）不利益変更について
不合理な待遇差の解消を行うに当たって、基本的に、労使で合意することなく通常の労働者の待
遇を引き下げること（不利益変更）は望ましい対応とはいえません。
この点に関連して、労働契約法では「不利益変更」を行う場合の留意事項を図表 2-4 のように定
めています。



Ｐ11、41
～短時間・有期雇用労働者から説明を求められた場合～
厚生労働省 説明書モデル様式
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Ｐ9
待遇差の説明義務のポイント
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•パートタイム・有期雇用労働法では、短時間・有期雇用労働者の求めに応
じて、短時間・有期雇用労働者に対し、通常の労働者との間の待遇差の内
容やその理由について説明することが義務化されます。

• なお、待遇の決定基準自体に違いがある場合は、その基準の違いが不合
理でないことについても、客観的かつ具体的な説明が求められます。

•第一は、説明に当たって比較する通常の労働者は誰かということです。



Ｐ10
比較する通常の労働者は誰か

46

•パートタイム・有期雇用労働法では、全ての通常の労働者との間で不合理
な待遇差の解消が求められますが、待遇差の内容や理由についての説明
に当たっては、職務の内容等が最も近い通常の労働者が比較対象になり
ます。



Ｐ10、11
待遇差の内容と理由として、何を説明するのか
説明の仕方

• 何を説明するのか

• ①通常の労働者と短時間・有期雇用労働者とで

• 待遇の決定基準に違いがあるかどうか

• ②通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の

• 待遇の個別具体的な内容
• 又は

• 待遇の決定基準

• 説明方法
• 短時間・有期雇用労働者が説明内容を理
解することができるよう、資料を活用し
て、口頭で説明することが基本です。
• 資料

• 就業規則

• 賃金規程

• 通常の労働者の待遇の内容を記載した資
料等

• この他、説明すべき事項を全てわかりやす
く記載した文書を作成した場合は、当該文
書を交付する等の方法でも差し支えありま
せん。
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本日の参考資料

•厚生労働省

•不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル（福祉業界編）

•厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇
用・労働 > 非正規雇用（有期・パート・派遣労働） > 不合理な待遇差解
消のための点検・検討マニュアル（業界別マニュアル）

• https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html

•参考になるもの

•同一労働同一賃金ガイドライン
• 厚生労働省ホームページ > 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 非正
規雇用（有期・パート・派遣労働）> 非正規雇用（有期・パート・派遣労働）分野のト
ピックス> 同一労働同一賃金ガイドライン

• https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
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